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株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成 26 年５月９日開催の取締役会において、株主優待制度に関して、下記の通り決議いた

しましたので、お知らせいたします。 

  

記 

１．株主優待制度変更の理由 

当社は、株主の皆様の日頃のご愛顧に感謝申し上げ、さらに、当社の事業内容をご理解していただ

きたいとの考えから、株主の皆様に対し株主優待制度を実施しております。 

この度、消費税法の改正により平成 26 年４月１日より消費税率が 8.0％に引き上げられたことに伴

い株主の皆様の利用価値の維持・向上を図るため、株主優待制度の一部変更を行うものです。 

 

２．変更の内容 

 

 変 更 前 変 更 後 

1,000 株以上保有の株主様 12,600 円相当のお食事券（525 円

×24 枚）または精米 10kg 

13,000 円相当のお食事券（500 円

×26 枚）または精米 10kg 

100 株以上保有の株主様 2,100 円相当のお食事券（525 円×

４枚）または精米２kg 

2,500 円相当のお食事券（500 円×

５枚）または精米２kg 

３．変更の時期 

平成 26 年３月 31 日現在の株主名簿に記載された株主様より適用いたします。 

以 上 


